
理

由

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
を
確
保
す
る
た
め
、
加
齢
に
伴
う
高
齢
者
の
身
体
機
能
の
低
下
の
状
況
に
対
応
し
た
構
造
等
を
有
す

る
賃
貸
住
宅
等
に
お
い
て
、
心
身
の
状
況
の
確
認
、
生
活
相
談
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅

事
業
の
登
録
制
度
の
創
設
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


